
16広報
2022 5月号掲載している各種講座・イベントについては新型コロナの影響で中止・延期となる場合があります。

令和4年6月から令和4年6月から児童手当制度児童手当制度が変わります。が変わります。

現況届の提出が原則不要となります

特例給付の支給に係る所得上限額が新設されます

【お問合せ】　こども家庭課　児童係　☎ 973-4983

ホタルウォッチング

　現況届は、毎年 6月 1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件（児童の養育状況や所得
など）を満たしているかどうかを確認するものです。
　これまで、全ての受給者の方に提出をお願いしておりましたが、6月以降は一部の方を除き不要となります。
　ただし、次に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

【現況届の提出が必要な方】
●住民票の住所が異なる支給要件児童を養育している方（別居監護）
●配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当等を受給している方
●戸籍がない支給要件児童を養育する方　●離婚協議中で配偶者と別居している方
●未成年後見人、施設等の受給者　　　　●その他、うるま市から提出の案内があった方
※該当する方へは、6月に提出の案内を送付します。期限までにこども家庭課に提出をお願いします。
　提出がない場合は、6月分以降（10月支給）の児童手当等の支払いができませんので、忘れずに提出してください。

　現在、受給者の所得が①所得制限額未満の場合は、児童手当（児童 1人あたり月額一律 15,000 円または 10,000 円）、
①所得制限額以上の場合は、特例給付（児童１人あたり月額一律 5,000 円）を支給していますが、今回の改正で「所
得上限額」が新設され、6月分（10月支給分）から、児童を養育している方の所得が②所得上限額以上の場合は、児
童手当等が支給されません。
　※児童手当等が支給されなくなった後に、所得が所得上限額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等（児童
手当等の申請）が必要となりますので、ご注意ください。

ホタルの観察や講話を通して、ホタルの生態や環境との関
りを知るとともに自然の大切さについて学びます。
また、家族が一緒に観察することで心のきずなを深めます。

詳しくは、
こちらを
check!

親子で

生涯学習スポーツ振興課主催 県立石川青少年の家主催

申込み・お問合せ／生涯学習スポーツ振興課 　☎ 989-3110 申込み・お問合せ／県立石川青少年の家 　☎ 964-3263

■日　　時　5月28日（土） 午後6時30分～ 8時30分（雨天決行）
■場　　所　県立石川青少年の家
■対　　象　市内在住の小学生以上の親子
■定　　員　30名　※定員に達し次第締切
■参 加 料　1人　100円（保険料・資料代）
■申込期限　5月16日（月）～ 20日（金）
　　　　　　午前8時30分～午後5時
■申込方法　参加料持参の上、窓口にてお申込み。

■日　　時　6月4日（土） 午後6時～ 9時20分（雨天決行）
■場　　所　県立石川青少年の家
■対　　象　小学生以上の家族（保護者同伴）
■定　　員　30人程度 ※定員に達し次第締切
■参 加 料　1人　400円
■申込期間　5月24日（火）～ 31日（火）
　　　　　　午前9時～午後5時
■申込方法　お電話にてお申込みください。

扶養親族等の数 ①  所得制限額 ②  所得上限額（新設）
所得額 給与収入の目安 所得額 給与収入の目安

０人 622 万円 833.3 万円 858 万円 1,071 万円
１人 660 万円 875.6 万円 896 万円 1,124 万円
２人 698 万円 917.8 万円 934 万円 1,162 万円
３人 736 万円 960 万円 972 万円 1,200 万円
４人 774 万円 1,002 万円 1,010 万円 1,238 万円
５人 812 万円 1,040 万円 1,048 万円 1,276 万円

17 広報
2022 5月号 掲載している各種講座・イベントについては新型コロナの影響で中止・延期となる場合があります。

■マイナンバーカード申請補助について■

　　マイナンバーカードの出張申請とは？

　　出張申請の流れ

　　出張申請を実施しました

市民課では、タブレット端末によるマイ
ナンバーカード申請補助サービスを行っ
ております。出張所でも行っております
ので、ぜひご利用ください！事前にお電
話での予約をお願いします。

●お仕事などで忙しく時間が取れない　
●申請方法がわからない
　そんなお悩みを解決するため、サークル仲間やお勤め先職員、従業員の皆様のマイナンバーカードの申請を市
役所職員がお手伝いに伺います！
　申請に必要な顔写真もタブレット端末で撮影しますので、簡単に申請が完了します。
詳細については市民課マイナンバーカード窓口までお問合せください。

令和３年11月17日、平安
座総合開発株式会社様に
ご協力いただき、従業員
を対象としたマイナンバー
カード出張申請受付を行い
ました。多くの従業員の方
にご利用いただきました。

受付場所

受付時間

市民課マイナンバーカード窓口／各出張所市民課窓口

平日　午前 9 時～午後 5 時まで
本庁のみ、日曜日の休日窓口（午前 9 時～午後 1 時）と、
夜間窓口（木曜／午後 8 時まで）

うるま市内事業所・団体の皆様へ

マイナンバーカードの

出張申請を行います！

【お申込み・お問合せ】
市民課　住民記録係  ＴＥＬ : ９８９－５４１０　ＦＡＸ：９７３－５９８9

　　マイナンバーカードの出張申請とは？　　マイナンバーカードの出張申請とは？

　　出張申請の流れ　　出張申請の流れ

　　出張申請を実施しました　　出張申請を実施しました

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4

市職員が指定の
場所へ伺います

申請は約１０分
程度で完了！

写真撮影無料！ カードは
ご自宅で受取




